
 

「改正水道法の適用によるＰＦＩ管路更新事業と水道基盤強化方策について（素案）」  

に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 

・「ＰＦＩ管路更新事業」とは何ですか？ 

・大阪市水道局は民営化するのですか？ 

Ｑ２ 

 ・市民にとってどんなメリットがあるのですか？ 

Ｑ３ 

 ・民間事業者に任せると水道料金を自由に値上げできるのではないですか？  

Ｑ４ 

・水道水の安全性、水質に問題は生じないでしょうか？ 

Ｑ５ 

 ・災害等が発生した時に適切に対応ができるのですか？ 

Ｑ６ 

 ・万一、民間事業者が撤退するような事態が生じた場合に、水道水の安定供給は確

保できるのですか？ 

Ｑ７ 

 ・コンセッション方式については、世界中で失敗し、再公営化されているのではな

いですか？ 

 ・コンセッション方式には、外資系企業だけが参入することになりませんか？ 



 

 

 

 

  

 

Ａ１ 

○1895（明治 28）年に創設した大阪市の水道は、早くから水道管の整備を行ってき

たため、老朽管の割合が全国で突出して高くなっています。切迫する南海トラフ

巨大地震等に備えて、現在よりも管路の更新ペースを大幅に引き上げ、耐震化を

促進することが喫緊の課題となっています。（要約版：3～5 ページ、本編：8～18 ペー

ジ参照） 

○「素案」でお示ししている「ＰＦＩ管路更新事業」は、こうした課題に対して、

民間事業者に管路更新の施工計画の策定から、設計、施工、工事監理までの一連

の業務を委ねることで、管路耐震化ペースを大幅に引き上げ、安心、安全の強化

を図るための手法として検討しているものです。 

○大阪市は、引き続き水道事業者として事業を継続する最終的な責任を果たしつつ、

浄水場での水づくりや水質管理、施設（管路を含む）の維持管理を実施し、水道

事業を運営していきますので、事業全般の運営を民間事業者に委ねるような「民

営化」を行うものではありません。（要約版：表紙、本編：24､40 ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

Ａ２ 

 ○近い将来、その発生が確実視される南海トラフ巨大地震等に備え、管路の更新ペ

ースを大幅に引き上げて、まずは地震時に被害が集中する鋳鉄管を耐震管に入れ

替えるとともに、老朽管を大幅に前倒しして更新することで、地震発生後の市民

生活が早期に復旧できる断水リスクの低い耐震管路網を構築します。 

○このように、市民・お客さまの安心・安全が担保されることが大きなメリットで 

あると考えています。（要約版：15ページ、本編：50ページ参照）  

Ｑ１ 

・「ＰＦＩ管路更新事業」とは何ですか？ 

・大阪市水道局は民営化するのですか？ 

Ｑ２ 

 ・市民にとってどんなメリットがあるのですか？ 



 

 

 

 

 

Ａ３ 

○市民・お客さまにご負担いただく水道料金の総額は、現行水準と同額のままで変  

わりません。また、料金水準を見直す場合には、これまでと同じように条例改正 

（市会の議決）が必要になるなど、民間事業者が自由に水道料金を変えることは   

できない仕組みとなっています。（要約版：9ページ、本編：42ページ参照） 

 

 

 

 

 

 Ａ４ 

○「ＰＦＩ管路更新事業」は管路更新業務を民間事業者に委ねるものであり、大阪

市は、引き続き浄水場での水づくりや水質管理、施設（管路を含む）の維持管理

を実施し、水道事業を運営していくこととなりますので、これまでと変わりなく、

水道水の安全性や品質を確保していきます。（要約版：表紙、本編：24､40 ページ参照） 

○また、施工不良などにより水道水の安全性が損なわれることがないように、管路

更新業務を委ねる民間事業者に対して、サービスの水準を自ら監視する「セルフ

モニタリング」を水道局が行う場合と同等以上のレベル・体制で実施することを

求めるとともに、水道局としても、計画・設計・施工の各段階で重要管理点を定

めて重点的にモニタリングを実施します。このように民間事業者と水道局の二者

による監視体制を構築することで、より強固に工事品質を確保していきます。 

（要約版：11～13 ページ、本編：45～47､66､67 ページ参照） 

○なお、水道に対するさらなる安心・安全の確保のため、「ＰＦＩ管路更新事業」の 

 導入により生み出される職員を活用し、命の水を守る各部門（浄水、水質、災害・

リスク管理）の体制や個々の職員の技術力をより一層強化していきます。 

（要約版：18 ページ、本編：57 ページ参照） 

 

  

Ｑ３ 

 ・民間事業者に任せると水道料金を自由に値上げできるのではないですか？ 

Ｑ４ 

 ・水道水の安全性、水質に問題は生じないでしょうか？ 



 

 

 

 

Ａ５ 

○災害時などの危機管理対応は、これまでどおり大阪市が水道事業者として対応し   

ます。ただし、管路網の復旧工事には、民間事業者との連携・協働は不可欠であ   

ると認識しています。 

○「ＰＦＩ管路更新事業」では、大阪市と民間事業者が締結する実施契約等により、 

大阪市からの個別の要請によらずに、民間事業者があらかじめ定められた役割分  

担に基づいて主体的に復旧活動に取り組む環境を整えることで、災害復旧対応を 

一層強化していきます。（要約版：19ページ、本編：70ページ参照） 

 

 

 

 

 

  

Ａ６ 

  ○民間事業者の撤退リスクについては、不可抗力による事象等も含めて一定の想定  

が必要ですが、まずはそうした事態に陥らないようにすることが大切であると認  

識しています。 

○そのため、民間事業者の選定にあたっては、提案された事業計画の実現可能性・ 

有効性を十分に精査し、大阪市が責任をもって事業を適正に遂行できる事業者を   

選定します。 

○事業開始後は、事業計画どおりに事業が執行されているかなど、業務内容や経営 

状況をモニタリングし、事業の継続が困難になる前に対処していきます。 

○また、局職員は配水管の新設工事業務への従事を通じて技術力等を確保していく  

こととしていますし、「ＰＦＩ管路更新事業」の事業範囲は、管路更新に係る一連  

の業務に限るもので、浄水場での水づくりや水質管理、施設（管路を含む）の維 

持管理などは引き続き大阪市が実施しますので、万が一、管路更新業務を担う民 

間事業者が撤退するような事態が生じても、水道水の供給が滞ることはありませ 

ん。（要約版：13 ページ、本編：46､67 ページ参照）  

Ｑ５ 

 ・災害などが発生した時に適切に対応ができるのですか？ 

Ｑ６ 

 ・万一、民間事業者が撤退するような事態が生じた場合に、水道水の安定供給は

確保できるのですか？ 



 

 

 

 

 

 

Ａ７ 

  ○このご質問についての回答は、厚生労働省ホームページのＱ＆Ａで以下のとおり 

示されていますのでご参照ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記のほか、2018年 12月に改正された水道法に関するＱ＆Ａ（厚生労働省ホームページ） 
についてはこちらをご覧ください。 

 

Ｑ７ 

 ・コンセッション方式については、世界中で失敗し、再公営化されているのではな

いですか？ 

 ・コンセッション方式には、外資系企業だけが参入することになりませんか？ 

○パリなどの再公営化の代表的事例など海外の事例を包括的に調査した報告書等か

ら、海外の失敗事例における課題（①水質の悪化など管理運営レベルの低下、 

②水道料金の高騰、③民間事業者に対する監査・モニタリング体制の不備）を整理

し、それらの教訓を踏まえ、十分対応できる制度設計をしています。 

○再公営化された事例が各地にあることは事実ですが、民間委託が進んでいるフラン

スやアメリカでは、近年も契約の９割以上が更新（継続）されているなど、海外で

一律に再公営化が進行しているわけではありません。 

 

○今回の法改正では、外資系企業かどうかにかかわらず、コンセッション方式を導入

する場合でも、水道事業を安全かつ確実に運営できる仕組みを盛り込んでいます。

また、地方自治体がコンセッション方式を導入しようとする場合、その事業者は、

国内企業、外資系企業問わず、透明かつ公平に選定する仕組みになっています。 

○そもそも国内企業も、今でも浄水場の運転管理等を通じて十分な実績があります。

こうした企業はコンセッション事業を受ける能力を保有しており、外資系企業だけ

が参入することにはなりません。 

 

 

【厚生労働省ホームページ「水道法改正法 よくあるご質問にお答えします」より】 

https://www.mhlw.go.jp/content/000467081.pdf

